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すずき 　　てつお

WEB 開催

9/18

無料

第39回定期セミナー

（土）

台風や大雨など、今までに経験したことのない自然

災害が毎年のように全国各地で発生しています。

万が一、自然災害が発生したとき、所有する建物の

被害は火災保険でカバーできることを知っている方

は多いのですが、所有する建物が入居者や他人の物

に被害を与えた場合はどうなるのでしょうか？

今回は、火災保険と賠償責任保険の違いを明確にし

ながら、自然災害と賠償責任保険の関係について事

例を交えながら解説します。

10:00-11:10

オンラインで生配信

開催
日時

開催
方法

参加
費用

オンラインセミナー開催

自然災害と

損害賠償責任について

テーマ

LIVEセミナー

WEB

こんなお悩みありませんか？

ソリューション営業部 保険課

推進役   田代 俊彦
講
師
紹
介

インターネット環境があればご自宅、

オフィスなどからご視聴いただけます。

お申込多数の場合、先着順とさせて

頂くことがございます。

福岡銀行にて支店長を経
験後、メリルリンチ日本
証券、三井住友海上あい
おい生命保険にてフィナ
ンシャルアドバイザーを
経て現在は、ハッピーハ
ウス㈱の保険課長。
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✓火災保険と賠償責任保険の違いは？

✓台風で駐輪場の屋根が飛び、隣家
　を壊したらどうなるの？

✓地震で建物が崩壊。入居者が亡く
　なったら？

✓台風で窓ガラスが割れて入居者が
　怪我をしたら？

10:00-10:10 ご挨拶/10:10-11:10 セミナー（60分）


